
事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.１ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 医療法人（広域）等の監督 

事務・権限の概
要 

【目的】 

２以上の都道府県の区域において医療機関を開設する医療法人の設立認可及びそ 

の運営に係る指導監督等については、国が一元的に行うことにより、医療法人の本

部とその開設するすべての病院等の実態を総合的に把握し、医療法人の病院等の運

営状況の確認等をするもの。 

【根拠法令】 

医療法第 68 条の２（同条の規定により読み替えて適用される医療法第 42 条の２第

１項及び第２項等） 

【関係する計画・通知等】 

・医療法人制度について（平成 19 年３月 20 日医政発 0330049 号） 

・医療法人における事業報告書等の様式について（平成 19 年３月 30 日医政指発 

0330003 号）等 

【具体的な業務内容】 

・医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可に関する事項 

・事業報告書等の届出に関する事項 

・医療法人からの報告聴取、立入検査に関する事項 

・医療法人の法令等の違反に対する措置命令に関する事項 

・社会医療法人の認定等 

予算の状況 
（単位:百万円） 

監視監査指導等経費  61 百万円の内数（平成 25 年度予算） 

 

関係職員数 ２２人の内数 (平成 25 年 4 月 1 日現在) 

事務量（アウト
プット） 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 783 813 865 893 920 

定款変更認可件数 642 364 416 451 462 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 1 4 1 4 3 

特別代理人の選任認可件数 8 9 21 18 20 

事業報告書等の受理及び審査件数 728 828 840 861 908 

役員変更届の受理および審査件数 676 667 758 747 949 

登記届の受理及び審査件数 679 803 898 983 1036 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

459 445 422 431 424 

（北海道厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 5 6 6 6 7 

定款変更認可件数 8 3 2 3 4 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 0 0 0 0 

特別代理人の選任認可件数 0 0 1 0 0 

事業報告書等の受理及び審査件数 4 4 5 7 7 

役員変更届の受理および審査件数 3 3 2 4 4 

登記届の受理及び審査件数 3 2 1 1 0 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

35 31 37 31 29 

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 27 27 29 29 27 

定款変更認可件数 29 15 20 19 20 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 0 0 0 0 

特別代理人の選任認可件数 0 0 1 0 1 

事業報告書等の受理及び審査件数 29 24 28 29 28 



役員変更届の受理および審査件数 25 20 25 28 26 

登記届の受理及び審査件数 41 34 34 38 37 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

28 24 24 26 23 

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 487 494 518 544 566 

定款変更認可件数 367 198 239 267 269 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 1 2 1 1 1 

特別代理人の選任認可件数 4 4 15 10 10 

事業報告書等の受理及び審査件数 448 524 539 525 548 

役員変更届の受理および審査件数 438 397 473 477 599 

登記届の受理及び審査件数 393 467 540 554 601 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

106 110 102 100 102 

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 72 72 78 81 85 

定款変更認可件数 78 35 33 38 49 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 0 0 1 0 

特別代理人の選任認可件数 2 1 0 0 4 

事業報告書等の受理及び審査件数 72 77 67 78 87 

役員変更届の受理および審査件数 51 49 62 74 112 

登記届の受理及び審査件数 79 90 92 111 121 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

50 46 46 49 54 

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数   107 119 129 

定款変更認可件数 94 61 70 76 64 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 0 0 0 1 

特別代理人の選任認可件数 1 2 1 3 0 

事業報告書等の受理及び審査件数 87 100 107 125 130 

役員変更届の受理および審査件数 77 102 111 93 105 

登記届の受理及び審査件数 81 98 108 135 142 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

76 72 66 70 70 

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 20 18 21 22 21 

定款変更認可件数 3 11 5 12 13 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 0 0 0 1 

特別代理人の選任認可件数 1 1 0 1 0 

事業報告書等の受理及び審査件数 19 20 17 20 24 

役員変更届の受理および審査件数 10 25 16 11 25 

登記届の受理及び審査件数 19 19 19 27 35 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

69 66 58 62 57 

（四国厚生支局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 16 17 18 19 19 

定款変更認可件数 4 6 10 6 6 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 0 0 0 0 

特別代理人の選任認可件数 0 0 1 1 0 

事業報告書等の受理及び審査件数 14 17 16 17 19 

役員変更届の受理および審査件数 5 11 10 15 16 

登記届の受理及び審査件数 6 10 20 30 20 

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た

す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

0 0 0 0 0 

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

所管医療法人数 63 69 69 62 66 

定款変更認可件数 59 35 37 30 37 

非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 0 2 0 2 0 

特別代理人の選任認可件数 0 1 2 3 5 

事業報告書等の受理及び審査件数 55 62 61 60 65 

役員変更届の受理および審査件数 67 60 59 45 62 

登記届の受理及び審査件数 57 83 84 87 80 



特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満た
す旨の証明件数（医療法人（広域）以外も含む） 

95 96 89 93 89 

 

地方側の意見 ・全国知事会 出先機関原則廃止ＰＴの最終報告：地方へ移譲 

その他各方面の
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－ 

平成21年工程表
における見直し
の内容 

 

平成21年工程表決定

又は平成22年見直し

以後の見直しの取組

状況、関連する制度

改正等（近い将来に

実施することが決ま

っているものを含

む。）当該事務・権限

の現状を的確に理解

できるような情報 

 

その他既往の政
府方針等 

 

検 討 結 果 （ 事
務・権限の区分） 
 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22 年の検討

結果 Ａ－a 

(区分の理由等) 

・医療法人は、医療機関を開設する法人であるため、利用者に悪影響を及ぼさない

よう、法人の指導監督は、確実に、適正に行われなければならない。 

 

・このため、２以上の都道府県の区域に医療機関を開設する医療法人の場合に、都

道府県間で緊密な連携体制が構築され、また、都道府県間で役割分担が適切にな 

されることにより、適正かつ効率的な指導監督事務の実施に支障を来さないこと 

が担保されるのであれば、現在地方厚生局にある医療法人の指導監督の権限を都 

道府県に移譲することは可能である。 

 

・なお、２以上の都道府県の区域に医療機関を開設する医療法人の監督を都道府県

に移譲する場合には、当該医療法人について、設立の認可や社会医療法人の認定も

都道府県が行うこととなる。 

 

※ 当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が 

整備されること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条件

とする。さもなければ、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関与を

行う点に留意されたい。 

 

 

 

 

備考  

 

 

Ａ－ａ 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.２ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・ 
権限名 

国開設病院等の監督 

 

事務・権
限の概要 

【目的】 

国開設病院について、医療法及び関連法令に基づき、開設の承認を行うこと、当 

該医療機関が医療法等に規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を 

行っているか否かについて検査し、不適正な場合は申出等を通じ改善を図ることに 

より、良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとし、国開設病院等の設立趣旨 

にかなったものとすること。 

【根拠法令】 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第６条、第７条第１項及び第３項、第 12 条第２ 

項、第 24 条第１項、第 27 条、第 28 条 

医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）第１条から第３条、第４条の５ 

【関係する計画・通知等】 

昭和 39 年３月 19 日閣議決定「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設 

する病院の取扱いについて」 

【具体的な業務内容】 

・国の開設する病院等についての開設承認等並びに管理者の管理等の承認に関する 

事項で重要なもの 

・国の開設する病院等についての使用承認に関する事項 

・国の開設する病院等の開設承認事項の変更の承認に関する事項 

・国の開設する病院等についての施設の使用制限等並びに管理者の変更の申出に関 

する事項 

・国の開設する診療所の通知等に関する事項 

 

予算の状
況 
（ 単 位 :

百万円） 

合計： 国立医療機関使用前検査実施経費 3 百万円（平成 25 年度予算） 

関係職員
数 

８５人の内数（平成 25年 4 月 1日現在） 

 

事 務 量
（アウト
プット） 

【例】（全国） 

業

務

指

標 

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許

認

可

件

数 

770 934 1175 1279 1178

通

知
382 408 403 442 562



処

理

件

数 

 

（北海道局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 ― ― 54 48 65 

通知処理件

数 

― ― 19 17 19 

 

 

（東北局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 76 100 96 110 118 

通知処理件

数 
8 33 17 23 26 

（関東局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 174 205 236 221 213 

通知処理件

数 

183 186 201 226 320 

（東海局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 ― ― 84 114 121 

通知処理件

数 

― ― ― ― ― 

（近畿局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 175 240 264 268 169 

通知処理件

数 
72 62 58 65 50 

（四国局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 ― ― 82 102 82

通知処理件

数 

― ― ― ― ―

（九州局） 

業務指標 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

許認可件数 345 389 359 416 410 

通知処理件

数 
119 127 108 111 147 

 



地方側の
意見 

全国知事会 出先機関原則廃止ＰＴの最終報告：地方へ移譲 

その他各
方面の意
見 

― 

平 成 21
年工程表
における
見直しの
内容 

 

平成 21 年

工程表決定

又 は 平 成

22 年見直

し以後の見

直しの取組

状況、関連

する制度改

正等（近い

将来に実施

することが

決まってい

るものを含

む。）当該事

務・権限の

現状を的確

に理解でき

るような情

報 

 

 

 

 

その他既
往の政府
方針等 

 

検討結果
（事務・
権限の区
分） 
 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22年

の検討結

果 Ａ－

a 
 

国の開設する病院等は、主に地域医療を担う一般の医療機関とは異なり、高度又は先駆的

な医療の提供や最先端の医療の研究開発等の政策目的を達成するためのものである。このた

め、当該政策目的を達成するために、本事務・権限は国の医療政策の一環として行われるの

が適当であると考えられる。 

しかし、例えば国が精神疾患専門の病院を開設する場合や触法病棟に係る病床の増設、ハ

ンセン病療養所の減床等を行う場合等について、都道府県知事等の承認等が得られず政策医

療の提供に支障をきたすことがないよう、あらかじめ国が承認等の基準を定める等何らかの

方策を講じることとした上で、都道府県等に委譲することは可能である。 

※ 当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が整備され

ること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条件とする。さもなけ

れば、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関与を行う点に留意されたい。 

 

備考 国の開設する病院等としては、国立ハンセン病療養所、（独）国立高度専門医療セ 

ンター、（独）国立病院機構の開設する病院等がある。また、各省庁が開設者となってい

る病院等の他、国とみなす国立大学法人、独立行政法人が開設者となっている病院等がある。

【関東信越厚生局管内 → 病院：６７施設、診療所：１７０施設】 

 

 

A－a 

 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.３ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 指定医療機関等の指定 

・「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に規定する指定医療機関の指定 

事務・権限の
概要 

【根拠法令】 

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」 

 

【具体的な業務】 

・「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に規定する指定医療機関の指定 

 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、原爆症認定患者に対する医

療について、国の責任において適正な医療の水準や内容を担保するため、原爆症認定を

受けた被爆者に対して、医療の給付を行う医療機関の指定等を行う。 

<主な業務> 

①指定医療機関の指定 

②指定医療機関の指定の取消 

 ③指定医療機関に係る報告徴収   等 

予算の状況 
（単位:百万

円） 

共通経費等の内数（平成 25 年度予算） 

関係職員数 １６人の内数（平成 25年 4 月 1日現在） 

事務量（アウ
トプット） 

・原子爆弾被爆者に対する指定医療機関の指定 

北海道厚生局 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

(1) 指定医療機関数 14 13 15 15 14

(2) 指定件数 1 0 1 0 0

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 0 0 0 0 2

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 0 0 0 0 1

東北厚生局 

(1) 指定医療機関数 35 41 41 41 43

(2) 指定件数 3 7 0 2 2

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 1 0 0 0 3

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 0 1 0 2 0

関東信越厚生局 

(1) 指定医療機関数 133 170 176 196 204

(2) 指定件数 46 37 10 21 12

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 5 2 20 5 5

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 0 0 3 1 4

 

      



東海北陸厚生局 

(1) 指定医療機関数 55 82 97 107 129

(2) 指定件数 17 27 16 16 24

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 0 0 0 2 1

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 0 0 1 7 1

近畿厚生局 

(1) 指定医療機関数 122 127 128 130 130

(2) 指定件数 2 5 2 2 0

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 2 1 1 2 0

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 1 0 1 0 0

中国四国厚生局 

(1) 指定医療機関数 491 638 693 751 794

(2) 指定件数 60 174 74 75 68

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 33 16 42 21 17

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 3 33 6 27 25

九州厚生局 

(1) 指定医療機関数 198 332 408 454 499

(2) 指定件数 51 144 81 54 58

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 3 3 4 2 9

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 8 2 5 8 13

合計 

(1) 指定医療機関数 1,048 1,413 1,558 1,694 1,813

(2) 指定件数 180 394 184 170 164

(3) 指定の取消し件数 0 0 0 0 0

(4) 変更届等の受理件数 44 22 67 32 37

(5) 指定の辞退の申し出の受理件数 12 36 16 45 44
 

地方側の意
見 

全国知事会 出先機関原則廃止ＰＴの最終報告：地方へ移譲 

その他各方
面の意見 

－ 

平成 21 年工
程表におけ
る見直しの
内容 

児童福祉法や母子保健法、生活保護法に基づく指定養育医療機関等に関する事務・権限

は、都道府県等に移譲する。 

平成21年工程表

決定又は平成 22

年見直し以後の

見直しの取組状

況、関連する制

度改正等（近い

－ 



将来に実施する

ことが決まって

い る も の を 含

む。）当該事務・

権限の現状を的

確に理解できる

ような情報 

その他既往
の政府方針
等 

－ 

検討結果（事
務・権限の区
分） 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22 年の検

討結果 Ａ－a 

 

(区分の理由等) 

 被爆者対策については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」前文において、

国の責任により、被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護施策を講じ

ることとされている。 

 なかでも、原爆症認定患者に対する医療については、国の責任において、国が医療費

全額を負担しており、国が負担者の立場から、当該医療を担当する指定医療機関の指定

から監督（指定の取り消しを含む）までを一貫して行っているため、引き続き実施する

のが適当であると考える。 

 しかし、必ずしも国の機関だけが行うことのできる事務・権限ではなく、的確な執行

体制の整備がなされれば、例えば法定受託事務の形で地方が行うことも可能と考える。

 一方で、都道府県への権限を移譲することとした際には、人員配置等、都道府県に大

きな負担を強いることとなるため、都道府県の理解が不可欠である。 

 

※当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が整備さ

れること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条件とする。 

 さもなければ、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関与を行う点に留

意されたい。 

 

備考  

 

 

Ａ－ａ 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.４ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 指定医療機関等の指定 

・特定感染症指定医療機関からの報告徴収等 

事務・権限の概
要 

【根拠法令】 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 

 

【具体的な業務】 

特定感染症指定医療機関からの報告徴収等 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 43 条第１項（報告の

請求及び検査）に基づき、都道府県知事（特定感染症指定医療機関にあっては、厚

生労働大臣又は都道府県知事とする。）は、第 37 条第１項及び第 37 条の２第１項に

規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指

定医療機関の管理者に対して必要な報告、又は診療録その他の帳簿書類を検査させ

ることができる。 

 

予算の状況 
（単位:百万円） 

共通経費等の内数（平成 25 年度予算） 

関係職員数 ２３人の内数（平成 25年 4 月 1日現在） 
事務量（アウト
プット） 

・特定感染症医療機関からの報告聴取等 

（関東信越厚生局）  

業務指標 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

（１）指定医療機関数 ２ ２ ２ ２ 

（２）病床数 ６ ６ ６ ６ 

（３）報告の受理件数 ０ ０ ０ ０ 

（近畿厚生局） 

業務指標 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

（１）指定医療機関数 １ １ １ １ 

（２）病床数 ２ ２ ２ ２ 

（３）報告の受理件数 ０ ０ ０ ０ 
 

地方側の意見 全国知事会 出先機関原則廃止ＰＴ 最終報告：地方へ移譲 

その他各方面の
意見 

－ 

平成21年工程表
における見直し
の内容 

－ 

平成21年工程表決定

又は平成22年見直し

以後の見直しの取組

状況、関連する制度

改正等（近い将来に

実施することが決ま

っているものを含

む。）当該事務・権限

の現状を的確に理解

できるような情報 

－ 

 

 

 



その他既往の政
府方針等 

－ 

検 討 結 果 （ 事
務・権限の区分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22 年の検討

結果 Ａ－a 
 

(区分の理由等) 

 

特定感染症指定医療機関は、重篤で未知の感染症であり、そのまん延が広範囲にわ

たり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新感染症の患者を受

け入れる機関であることから、国が当該指定医療機関の指定を行っている。また、

その指定を行った医療機関の適正な運営確保の観点から、国が地方厚生局に委任し

て、報告徴収を行っている。 

しかし、必ずしも国の機関だけが行うことのできる事務・権限ではなく、法律上も

都道府県知事が実施できることとされているため、的確な執行体制や法体系の整備

等がなされれば、例えば、地方が法定受託事務の形で行うことも可能である。 

また、都道府県に権限を移譲することとした場合には、特定感染症指定医療機関の

指定は国が行っていることから、都道府県の理解が不可欠である。 

 

備考 当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が整

備されること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条件と

する。さもなければ、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関与を行

う点に留意されたい。 

 

Ａ－ａ 

 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.５ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 ・指定医療機関等の指定等 
「児童福祉法」に規定する指定療育医療機関の指定等 
「母子保健法」に規定する指定養育医療機関の指定等 

事務・権限の概
要 

○「児童福祉法」に規定する指定療育機関の指定等 
目的 
結核に罹患している児童に対する療育の給付を行う指定療育機関のうち、国の開設
した病院について指定等の事務を行う。 
根拠法令 
児童福祉法第 20 条第５項及び第８項、第 21 条の４並びに第 59 条の５第１項 
関係する告示、通知等 
指定療育機関医療担当規定（昭和 34 年厚生省告示第 260 号） 
結核にかかつている児童に対する療育の給付について（昭和36年８月９日児発第826
号） 
 
○「母子保健法」に規定する指定養育医療機関の指定等 
目的 
未熟児に対する養育医療の給付を行う指定療育機関のうち、国の開設した病院等に
ついて指定等の事務を行う。 
根拠法令 
母子保健法第 20 条第５項及び第７項（児童福祉法第 20 条第８項及び第 21 条の４の
準用）並びに第 27 条第１項 
関係する告示、通知等 
指定養育医療機関医療担当規定（昭和 40 年厚生省告示第 573 号） 
未熟児養育事業の実施について（昭和 62 年７月 31 日児発第 573 号） 
 
 

予算の状況 
（単位:百万円） 

共通経費等の内数（平成 25 年度予算） 

関係職員数 １６人の内数（平成 25年 4 月 1日現在） 

事務量（アウト
プット） 

１．児童福祉法に規定する指定療育機関の指定 
（全国） 
  業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 51  51  51  51  51  

指定件数 0  0  0  0  0  

指定の取消し件数 0  0  0  0  0  

変更届の受理件数 3  2  0  1  0  

指定の辞退の申出の受理件数 0  0  0  0  0  

 
（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 0 0 0 0 0

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（東北局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 7 7 7  7  7 

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0



（関東信越局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 20 20 20  20  20 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 2 1 0  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

（東海北陸局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 4 4 4  4  4 

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（近畿局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 4 4 4  4  4 

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（中国四国局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 8 8 8  8  8 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 1 1 0  1  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

（九州局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 8 8 8  8  8 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 0 0 0  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

 
２．母子保健法に規定する指定養育医療機関の指定 
（全国） 
  業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 113 113 113  113  113 

指定件数 0 2 0  1  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 4 4 7  2  3 

指定の辞退の申出の受理件数 0 2 0  0  0 

 
（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 0 0 0 0 0

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0



（東北局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 9 9 9  9  9 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 0 0 0  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

（関東信越局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 32 32 32  32  32 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 4 2 4  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

（東海北陸局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 12 12 12  12  12 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 0 0 0  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

（近畿局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 17 17 17  17  17 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 0 0 1  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

（中国四国局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 23 23 23  24  24 

指定件数 0 2 0  1  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 0 2 2  2  3 

指定の辞退の申出の受理件数 0 2 0  0  0 

（九州局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 20 20 20  19  19 

指定件数 0 0 0  0  0 

指定の取消し件数 0 0 0  0  0 

変更届の受理件数 0 0 0  0  0 

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0  0  0 

 
 

地方側の意見 全国知事会 出先機関原則廃止 PT の最終通告：地方へ移譲 



その他各方面の
意見 

地方分権改革推進委員会第２次勧告：地方へ移譲 

平成21年工程表
における見直し
の内容 

児童福祉法や母子保健法、生活保護法に基づく指定養育医療機関等に関する事務・
権限は、都道府県等に移譲する。 

平成21年工程表決定

又は平成22年見直し

以後の見直しの取組

状況、関連する制度

改正等（近い将来に

実施することが決ま

っているものを含

む。）当該事務・権限

の現状を的確に理解

できるような情報 

― 

 

 

 

その他既往の政
府方針等 

 

検 討 結 果 （ 事
務・権限の区分） 
 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22 年の検討

結果 A-a 

(区分の理由等) 
現行の規定では、国が開設した病院等については厚生労働大臣が、そのほかの病院
等については都道府県知事が、それぞれ指定等の事務を行うこととされているが、
その指定基準等は、病院等の設置主体にかかわらず同一であることから、国が開設
した病院等についてのみ指定等の事務を国が行う必要性に乏しいため。 
 
※当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が整
備されること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条件と
する。さもなければ、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関与を行
う点に留意されたい。 
 

備考  

 

A-a 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.６ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 「生活保護法」に規定する指定医療機関の指定等 
 

事務・権限の概
要 

 
目的 
 生活保護受給者に対して医療を提供する指定医療機関のうち、国の開設した病院
等について指定等の事務を行う。 
根拠法令 
 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条、第 50 条の２、第 51 条第２項、
第 54 条 
関係する告示、通知等 
 生活保護法による医療扶助運営要領について（昭和 36 年９月 30 日社発第 727 号）
 

予算の状況 
（単位:百万円） 

共通経費等の内数（平成 25 年度予算） 

関係職員数 １６人の内数（平成 25年 4 月 1日現在） 

事務量（アウト
プット） 

 
（全国） 
  業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 245 244 244 244 244

指定件数 0 2 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 14 6 10 6 4

指定の辞退の申出の受理件数 1 0 0 0 0

 
（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 0 0 0 0 0

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（東北局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 27 26 26 26 26

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（関東信越局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 62 62 62 62 61

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 10 1 7 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（東海北陸局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 33 33 33 33 33

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 1 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（近畿局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 31 31 31 31 31

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 1 1 0



指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（中国四国局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 44 44 44 44 44

指定件数 0 2 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 2 3 1 4 4

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（九州局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 48 48 48 48 48

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 2 2 0 1 0

指定の辞退の申出の受理件数 1 0 0 0 0
 

地方側の意見 全国知事会 出先機関原則廃止 PT の最終通告：地方へ移譲 

その他各方面の
意見 

地方分権改革推進委員会第２次勧告：地方へ移譲 

平成21年工程表
における見直し
の内容 

児童福祉法や母子保健法、生活保護法に基づく指定養育医療機関等に関する事務・
権限は、都道府県等に移譲する。 

平成21年工程表決定

又は平成22年見直し

以後の見直しの取組

状況、関連する制度

改正等（近い将来に

実施することが決ま

っているものを含

む。）当該事務・権限

の現状を的確に理解

できるような情報 

― 

 

 

 

その他既往の政
府方針等 

 

検 討 結 果 （ 事
務・権限の区分） 
 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22 年の検討

結果 Ａ－a 
 

(区分の理由等) 
生活保護制度の見直しの検討の場である「生活保護制度に関する国と地方の協議」
の中間とりまとめ（平成 23 年 12 月 12 日）においては、「指定医療機関における国
（地方厚生局）と地方自治体との連携規定の創設」をすることとされており、また、
地方自治体の首長も含めて参加した「社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り
方に関する特別部会」報告書（平成 25 年 1 月 25 日）においても、国（地方厚生局）
による直接指導を行えるようにすることが求められるなど、国（地方厚生局）の積
極的な関与が期待されている。こうした地方自治体からの意見等を踏まえ、今回、
生活保護法を改正して指定医療機関制度を見直し、国の関与を強めることとしてい
ることを考慮すると、当該事務については、国（地方厚生局）において引き続き実
施すべきである。 

備考  

 

C 
 

 

 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.７ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 指定医療機関等の指定等 

• 「戦傷病者特別援護法」に規定する指定医療機関の指定 

事務・権限の概
要 

戦傷病者特別援護法に基づき、戦傷病者の先の大戦における公務上の傷病に関し、

必要な療養の給付を行うため、療養を行う医療機関の指定等を行うもの。 

【主な業務内容】 

（１）指定医療機関の指定（法第 12 条） 

（２）指定医療機関が療養を行うについての指導（法第 13 条第２項） 

（３）指定医療機関に対する報告要求、立入検査、診療報酬の支払いの一時差止め

（法第 16 条第１項及び第２項） 

（４）指定医療機関以外の医療機関に対する報告要求等（法第 17 条第３項） 

予算の状況 
（単位:百万円） 

共通経費等の内数（平成 25 年度予算） 

関係職員数 １６ 人の内数(平成 25 年 4 月 1 日現在) 

事務量（アウト
プット） 

・「戦傷病者特別援護法」に規定する指定医療機関の指定 
 
（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 171 170 170 171 171

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 13 14 15 6 7

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（北海道局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 7 6 6 6 6

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（東北局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 20 20 20 20 20

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（関東信越局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 42 42 42 42 42

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 1 0 0 0 0

変更届の受理件数 7 9 5 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（東海北陸局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 21 21 21 21 21

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 3 2 9 1 4

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0
 



 （近畿局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 21 21 21 21 21

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 0 0 1 1 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（中国四国局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 27 27 27 28 28

指定件数 0 0 0 1 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 2 2 0 4 3

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0

（九州局） 
業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

指定医療機関数 33 33 33 33 33

指定件数 0 0 0 0 0

指定の取消し件数 0 0 0 0 0

変更届の受理件数 1 1 0 0 0

指定の辞退の申出の受理件数 0 0 0 0 0
 

地方側の意見 全国知事会 出先機関原則廃止ＰＴの最終報告：地方へ移譲 

その他各方面の
意見 

－ 

平成21年工程表
における見直し
の内容 

－ 

平成21年工程表決定
又は平成22年見直し
以後の見直しの取組
状況、関連する制度
改正等（近い将来に
実施することが決ま
っているものを含
む。）当該事務・権限
の現状を的確に理解
できるような情報 

－ 

 

 

 

その他既往の政
府方針等 

＜出先機関改革に係る公開討議(平成22 年5 月12 日 厚生労働省)における方針＞ 

戦傷病者特別援護法による療養の給付は、「軍人軍属等であった者の公務上の傷病

に関し、国家補償の観点に基づき」（同法第１条）行うものであり、これに要する費

用についても全額国の負担により行われている。 

 したがって、当該事務は国の責任によって統一的に実施する必要があり、引き続

き、国の事務としつつ、本省よりも実情を把握しやすい地方厚生局において担当す

ることが、効果的･効率的であると考える。 

検 討 結 果 （ 事
務・権限の区分） 
 
 
 
 
 
（参考） 

平成 22 年の検討

結果 Ａ－a 
 

(区分の理由等) 

戦傷病者特別援護法による療養の給付は、「軍人軍属等であった者の公務上の傷病

に関し、国家補償の観点に基づき」(同法第１条)行うものであり、これに要する費

用についても全額国の負担により行われている。 

指定医療機関等の指定等の事務は国が適正な水準、内容の医療を確保する義務を

負っているが、考え方は既に法令等で定めているため、都道府県がそれに従って当

該業務を実施することは可能と考える。 

なお、当該事務を都道府県への移管にすることとした場合、法令上の手当を行う

ことが必要となる。 

備考 ※ 当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が

整備されること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条

件とする。さもなければ、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関

与を行う点に留意されたい。 

 

 

Ａ－a 



事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方厚生（支）局 No.８ 

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 ・養成施設等の指定及び監督 

保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技 

師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マ 

ッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士、歯科技工士、保育 

士、社会福祉士、介護福祉士、児童福祉司、児童福祉施設の職員、児童自立支援専 

門員、社会福祉主事、精神保健福祉士、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、理 

容師、美容師、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者、食品衛生監視員、栄養士、 

調理師、製菓衛生師 

・講習会の指定・登録 

食品衛生管理者資格認定講習会、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会 

事務・権限の
概要 

【目的】 

国家試験の受験資格等を得るため、各医療保健関係職種として必要な知識及び技能 

を修得させる養成を実施する。 

【根拠法令】 

保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、診療放射線技師法、臨床検 

査技師等に関する法律、視能訓練士法、臨床工学技士法、義肢装具士法、救急救命 

士法、言語聴覚士法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、 

柔道整復師法、歯科衛生士法、歯科技工士法、理容師法、美容師法、栄養士法、調 

理師法、食品衛生法、・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、児童福祉 

法、社会福祉士及び介護福祉士法、社会福祉法、精神保健福祉士法及び製菓衛生師 

法 

【業務内容】 

・養成施設の指定に関する事項 

・養成施設の指定内容変更の承認に関する事項 

・養成施設の指定内容変更の届出に関する事項 

・養成施設の設置等計画者に対する申請書提出の指示に関する事項 

・養成施設の実地調査に関する事項 

・養成施設の指定の取消しに関する事項 

・養成施設の年次報告に関する事項 

・養成施設に対する報告徴収及び指示に関する事項 

・講習会の指定・登録に関する事項  等 

予算の状況 
（ 単 位 : 百 万

円） 

各種養成施設監査指導経費 42 百万円の内数（平成 25 年度予算） 

 

関係職員数 ２６人の内数（平成 25 年 4 月 1日現在） 

 

事務量（アウ
トプット） 
※厚生局ごと
の事務量につ
いては別添を
参照。 

・養成施設等の指定及び監督 

1.理容師養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 213 213 207 189 184

(2)新規指定数 2 0 0 1 2

(3)取消数 8 6 11 8 2

(4)指定内容の

変更承認数 

54 41 13 9 10



(5)指定内容の

変更届出数  

195 181 163 155 129

(6)指導調査実

施数 

31 22 17 12 13

 

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 17 15 13 11 11

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 2 2 2 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

7 1 2 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

18 13 8 6 9

(6)指導調査実

施数 

5 1 0 2 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 32 29 29 29 27

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 3 0 0 2 0

(4)指定内容の

変更承認数 

18 10 0 1 0

(5)指定内容の

変更届出数  

14 31 23 24 20

(6)指導調査実

施数 

8 1 0 0 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 48 48 48 41 41

(2)新規指定数 0 0 0 1 0

(3)取消数 1 0 0 3 0

(4)指定内容の

変更承認数 

1 1 4 2 4

(5)指定内容の

変更届出数  

47 39 42 30 30

(6)指導調査実

施数 

3 4 1 1 1

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 29 29 27 25 23

(2)新規指定数 0 0 0 0 2

(3)取消数 0 2 2 2 0

(4)指定内容の

変更承認数 

1 10 3 1 2

(5)指定内容の

変更届出数  

30 20 23 20 13

(6)指導調査実

施数 

6 4 8 2 6

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 31 30 30 30 30

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 1 0 0 0 2

(4)指定内容の

変更承認数 

2 9 1 1 0

(5)指定内容の

変更届出数  

19 19 19 23 16

(6)指導調査実

施数 

4 3 1 2 1

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 17 18 16 16 15

(2)新規指定数 1 0 0 0 0

(3)取消数 0 2 0 1 0



(4)指定内容の

変更承認数 

12 0 0 2 1

(5)指定内容の

変更届出数  

33 21 12 16 9

(6)指導調査実

施数 

2 4 3 3 2

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 14 14 14 12 12

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 2 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

11 3 0 1 3

(5)指定内容の

変更届出数  

8 15 11 17 15

(6)指導調査実

施数 

1 2 1 0 2

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 30 30 30 25 25

(2)新規指定数 1 0 0 0 0

(3)取消数 1 0 5 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

2 7 3 1 0

(5)指定内容の

変更届出数  

26 23 25 19 17

(6)指導調査実

施数 

2 3 3 2 1

 

2.美容師養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 516 513 514 511 509

(2)新規指定数 8 10 7 6 9

(3)取消数 11 7 13 6 6

(4)指定内容の

変更承認数 

136 65 47 19 32

(5)指定内容の

変更届出数  

527 475 411 413 400

(6)指導調査実

施数 

61 46 41 30 37

 

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 29 27 25 19 18

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 2 2 6 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

13 0 10 1 0

(5)指定内容の

変更届出数  

33 23 9 9 13

(6)指導調査実

施数 

8 3 0 2 1

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 43 42 42 43 43

(2)新規指定数 1 0 1 0 0

(3)取消数 2 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

25 11 3 2 0

(5)指定内容の

変更届出数  

28 47 23 39 40

(6)指導調査実

施数 

15 3 0 0 0

（関東信越厚生局） 



業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 159 159 159 160 160

(2)新規指定数 3 4 1 2 2

(3)取消数 3 2 2 1 2

(4)指定内容の

変更承認数 

7 10 10 7 13

(5)指定内容の

変更届出数  

196 129 132 104 116

(6)指導調査実

施数 

6 4 1 2 3

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 71 70 73 76 76

(2)新規指定数 0 3 2 2 5

(3)取消数 1 0 0 2 0

(4)指定内容の

変更承認数 

46 15 9 2 7

(5)指定内容の

変更届出数  

79 88 79 78 72

(6)指導調査実

施数 

10 16 24 12 17

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 78 76 78 79 81

(2)新規指定数 1 2 1 2 1

(3)取消数 3 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

5 14 6 1 1

(5)指定内容の

変更届出数  

55 55 58 64 45

(6)指導調査実

施数 

8 8 2 2 2

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 35 35 34 32 32

(2)新規指定数 0 0 0 0 1

(3)取消数 0 1 2 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

21 2 2 1 5

(5)指定内容の

変更届出数  

53 40 26 28 30

(6)指導調査実

施数 

5 2 6 3 4

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 24 24 23 22 21

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 1 1 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

14 6 1 0 3

(5)指定内容の

変更届出数  

16 28 21 22 30

(6)指導調査実

施数 

2 5 3 0 3

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 77 80 80 80 78

(2)新規指定数 3 1 2 0 0

(3)取消数 0 1 2 2 3

(4)指定内容の

変更承認数 

5 7 6 5 3

(5)指定内容の

変更届出数  

67 65 63 69 54

(6)指導調査実

施数 

7 5 5 9 7



 

3. 食品衛生管理者養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 208 214 256 257 261

(2)新規指定数 11 16 6 7 16

(3)取消数 1 2 2 3 1

(4)指定内容の

変更承認数 

4 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

119 112 134 130 112

(6)指導調査実

施数 

32 22 24 16 5

 

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 9 10 10 10 11

(2)新規指定数 1 0 0 1 1

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

4 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

1 0 1 5 4

(6)指導調査実

施数 

1 3 1 1 1

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 21 22 25 25 24

(2)新規指定数 1 3 1 0 0

(3)取消数 0 0 1 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

10 1 14 18 9

(6)指導調査実

施数 

3 1 2 6 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 62 62 70 71 72

(2)新規指定数 4 7 2 2 6

(3)取消数 0 0 0 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

63 55 54 56 47

(6)指導調査実

施数 

4 2 6 1 1

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 26 26 54 52 52

(2)新規指定数 0 1 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

13 4 6 2 13

(6)指導調査実

施数 

3 2 0 0 0

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 36 37 36 37 38

(2)新規指定数 1 1 1 2 2

(3)取消数 0 2 0 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0



(5)指定内容の

変更届出数  

10 15 18 17 14

(6)指導調査実

施数 

10 5 4 0 0

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 21 22 22 23 24

(2)新規指定数 2 0 1 1 4

(3)取消数 1 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

11 20 24 18 8

(6)指導調査実

施数 

2 4 4 5 3

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 7 7 7 7 7

(2)新規指定数 0 0 0 0 1

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

3 5 5 2 2

(6)指導調査実

施数 

1 3 4 0 0

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 26 28 32 32 33

(2)新規指定数 2 4 1 1 2

(3)取消数 0 0 1 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

8 12 12 12 15

(6)指導調査実

施数 

8 2 3 3 0

 

4.指定保育士養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 571 584 583 579 598

(2)新規指定数 33 12 13 22 21

(3)取消数 13 10 12 14 12

(4)指定内容の

変更承認数 

153 327 572 92 129

(5)指定内容の

変更届出数  

125 125 199 64 115

(6)指導調査実

施数 

60 89 66 35 31

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 23 25 25 25 25

(2)新規指定数 3 1 1 0 1

(3)取消数 1 1 1 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

13 15 25 3 6

(5)指定内容の

変更届出数  

11 6 5 7 9

(6)指導調査実

施数 

8 7 5 2 1

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 38 39 42 41 42

(2)新規指定数 1 3 0 1 2



(3)取消数 0 0 1 0 2

(4)指定内容の

変更承認数 

10 17 42 6 6

(5)指定内容の

変更届出数  

7 5 9 3 13

(6)指導調査実

施数 

3 4 7 0 3

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 195 195 189 184 190

(2)新規指定数 12 3 5 6 6

(3)取消数 5 9 2 8 4

(4)指定内容の

変更承認数 

33 115 179 35 30

(5)指定内容の

変更届出数  

50 44 38 21 41

(6)指導調査実

施数 

9 6 2 2 3

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 77 78 80 80 82

(2)新規指定数 2 2 1 4 4

(3)取消数 1 0 1 2 2

(4)指定内容の

変更承認数 

27 48 77 11 26

(5)指定内容の

変更届出数  

21 13 17 8 9

(6)指導調査実

施数 

10 19 16 11 8

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 112 118 119 122 128

(2)新規指定数 9 1 5 6 4

(3)取消数 3 0 2 2 2

(4)指定内容の

変更承認数 

34 67 118 19 26

(5)指定内容の

変更届出数  

11 12 119 9 16

(6)指導調査実

施数 

4 13 4 1 2

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 46 47 48 47 48

(2)新規指定数 2 1 1 2 1

(3)取消数 1 0 2 1 1

(4)指定内容の

変更承認数 

17 19 46 10 16

(5)指定内容の

変更届出数  

9 19 3 3 11

(6)指導調査実

施数 

10 12 10 7 9

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 18 19 19 18 19

(2)新規指定数 1 0 0 1 1

(3)取消数 0 0 1 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

3 16 20 0 9

(5)指定内容の

変更届出数  

4 11 0 5 6

(6)指導調査実

施数 

9 7 7 8 3

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 62 63 61 62 64



(2)新規指定数 3 1 0 2 2

(3)取消数 2 0 2 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

16 30 65 8 10

(5)指定内容の

変更届出数  

12 15 8 8 10

(6)指導調査実

施数 

7 21 15 4 2

 

5.社会福祉士養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 66 67 70 69 73

(2)新規指定数 7 4 2 4 3

(3)取消数 6 1 3 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

23 9 16 15 11

(5)指定内容の

変更届出数  

57 77 104 131 163

(6)指導調査実

施数 

4 11 10 5 3

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 2 3 3 3 4

(2)新規指定数 1 0 0 1 0

(3)取消数 0 0 0 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

4 0 0 1 1

(5)指定内容の

変更届出数  

1 3 5 14 17

(6)指導調査実

施数 

0 2 1 0 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 1

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 25 25 27 28 30

(2)新規指定数 4 3 2 2 1

(3)取消数 4 1 1 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

6 4 11 10 7

(5)指定内容の

変更届出数  

28 31 58 47 57

(6)指導調査実

施数 

0 3 1 0 1

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 6 6 6 6 6

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

8 1 1 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

7 4 3 10 13

(6)指導調査実

施数 

3 2 0 0 0

（近畿厚生局） 



業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 15 15 16 14 15

(2)新規指定数 2 1 0 1 1

(3)取消数 2 0 2 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 2 1 1 2

(5)指定内容の

変更届出数  

0 7 13 24 36

(6)指導調査実

施数 

0 1 2 1 1

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 6 6 6 6 6

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 0 0 1

(5)指定内容の

変更届出数  

6 16 6 7 9

(6)指導調査実

施数 

0 1 1 3 1

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 2 2 2 2 2

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

1 1 0 1 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 6 3 5 9

(6)指導調査実

施数 

1 1 0 0 0

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 10 10 10 10 10

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

4 0 3 2 0

(5)指定内容の

変更届出数  

15 10 16 24 22

(6)指導調査実

施数 

0 1 5 1 0

 

6. 介護福祉士養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 505 487 451 433 415

(2)新規指定数 11 11 6 5 4

(3)取消数 31 46 24 23 5

(4)指定内容の

変更承認数 

128 55 46 44 32

(5)指定内容の

変更届出数  

496 295 508 529 546

(6)指導調査実

施数 

26 75 49 20 24

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 33 32 30 30 29

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 1 2 0 1 1

(4)指定内容の

変更承認数 

12 7 2 5 11

(5)指定内容の

変更届出数  

44 23 47 66 46

(6)指導調査実 3 11 6 3 1



施数 

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 42 43 41 39 38

(2)新規指定数 1 0 0 1 2

(3)取消数 0 2 2 2 0

(4)指定内容の

変更承認数 

8 2 7 2 1

(5)指定内容の

変更届出数  

45 35 51 36 42

(6)指導調査実

施数 

0 1 5 0 1

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 154 154 145 139 133

(2)新規指定数 6 6 3 1 2

(3)取消数 8 15 9 7 3

(4)指定内容の

変更承認数 

39 22 11 5 8

(5)指定内容の

変更届出数  

169 87 152 144 149

(6)指導調査実

施数 

6 7 4 2 1

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 63 59 56 54 51

(2)新規指定数 3 0 0 1 0

(3)取消数 7 3 2 4 0

(4)指定内容の

変更承認数 

24 11 6 9 5

(5)指定内容の

変更届出数  

78 22 80 74 109

(6)指導調査実

施数 

10 17 5 5 12

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 74 71 65 61 56

(2)新規指定数 0 0 1 0 0

(3)取消数 3 6 5 5 0

(4)指定内容の

変更承認数 

12 8 5 14 2

(5)指定内容の

変更届出数  

0 54 61 60 52

(6)指導調査実

施数 

0 6 3 1 1

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 47 45 40 37 37

(2)新規指定数 1 2 0 2 0

(3)取消数 3 7 3 2 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 5 3 3

(5)指定内容の

変更届出数  

38 27 57 51 61

(6)指導調査実

施数 

0 17 10 7 5

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 21 19 17 17 16

(2)新規指定数 0 2 0 0 0

(3)取消数 2 3 0 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

9 1 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

31 21 16 24 23



(6)指導調査実

施数 

7 7 5 2 2

 

7. 福祉系高等学校 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 29 157 166 170 171

(2)新規指定数 157 4 13 5 0

(3)取消数 0 1 0 2 4

(4)指定内容の

変更承認数 

0 8 17 13 13

(5)指定内容の

変更届出数  

0 87 212 215 243

(6)指導調査実

施数 

0 4 19 49 9

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 9 9 9 9

(2)新規指定数 9 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 6 10 18 18

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 2 2

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 14 15 16 17

(2)新規指定数 14 1 1 2 0

(3)取消数 0 0 0 1 1

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 7 10 8 21

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 2

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 29 29 29 29 29

(2)新規指定数 29 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 4 3 2

(5)指定内容の

変更届出数  

0 10 46 38 51

(6)指導調査実

施数 

0 0 1 1 0

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 28 28 28 29

(2)新規指定数 28 0 0 1 0

(3)取消数 0 0 0 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

0 4 2 2 1

(5)指定内容の

変更届出数  

0 16 42 40 34

(6)指導調査実

施数 

0 0 7 11 0

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 19 19 20 20

(2)新規指定数 19 0 1 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 1

(4)指定内容の 0 0 1 0 0



変更承認数 

(5)指定内容の

変更届出数  

0 11 22 24 31

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 11 11 11 10

(2)新規指定数 11 1 1 0 0

(3)取消数 0 1 0 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 2 0 0 1

(5)指定内容の

変更届出数  

0 2 9 8 9

(6)指導調査実

施数 

0 4 3 0 0

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 3 10 11 11

(2)新規指定数 3 1 10 1 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 2 0 1

(5)指定内容の

変更届出数  

0 1 9 9 13

(6)指導調査実

施数 

0 0 1 2 1

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 44 45 46 46

(2)新規指定数 44 1 0 1 0

(3)取消数 0 0 0 0 1

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 8 8 8

(5)指定内容の

変更届出数  

0 34 64 70 66

(6)指導調査実

施数 

0 0 7 33 4

 

8.実務者養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 1 39

(2)新規指定数 0 0 0 7 80

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 1

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 7

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 1 6

(2)新規指定数 0 0 0 1 6

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0



(2)新規指定数 0 0 0 0 5

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 1

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 1

(2)新規指定数 0 0 0 1 24

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 1

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 2

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 1

(2)新規指定数 0 0 0 1 11

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 16

(2)新規指定数 0 0 0 0 16

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 1

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 2

(2)新規指定数 0 0 0 0 8

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 2

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 4

(2)新規指定数 0 0 0 4 1

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 1

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 



(1)課程数 0 0 0 0 9

(2)新規指定数 0 0 0 0 9

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

 

9. 社会福祉主事養成機関 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 87 73 65 58 52

(2)新規指定数 0 2 1 1 0

(3)取消数 17 11 7 7 5

(4)指定内容の

変更承認数 

33 12 7 11 7

(5)指定内容の

変更届出数  

29 31 43 41 41

(6)指導調査実

施数 

5 11 7 2 1

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 16 13 11 9 9

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 3 2 1 0 3

(4)指定内容の

変更承認数 

13 1 1 5 2

(5)指定内容の

変更届出数  

3 6 9 4 6

(6)指導調査実

施数 

3 2 3 1 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 4 4 5 6 4

(2)新規指定数 0 1 1 0 0

(3)取消数 0 0 0 2 0

(4)指定内容の

変更承認数 

1 1 1 0 1

(5)指定内容の

変更届出数  

2 1 6 3 7

(6)指導調査実

施数 

0 1 1 1 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 24 24 22 19 17

(2)新規指定数 0 1 0 1 0

(3)取消数 3 4 3 3 0

(4)指定内容の

変更承認数 

11 6 1 4 1

(5)指定内容の

変更届出数  

11 3 8 12 5

(6)指導調査実

施数 

1 2 1 0 1

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 3 2 1 1 1

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 1 1 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

1 0 0 1 0

(6)指導調査実

施数 

0 2 0 0 0



（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 17 13 13 12 11

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 4 0 1 1 2

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 0 1 1

(5)指定内容の

変更届出数  

2 11 9 7 16

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 6 4 4 2 2

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 2 0 2 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 1 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 3 3 1 3

(6)指導調査実

施数 

0 1 1 0 0

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 1 1 1 1 1

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

1 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 1 1 1

(6)指導調査実

施数 

1 0 0 0 0

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 16 12 8 8 7

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 4 4 0 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

7 1 3 1 2

(5)指定内容の

変更届出数  

10 7 7 12 3

(6)指導調査実

施数 

0 3 1 0 0

 

10. 精神保健福祉士養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 68 65 62 64 62

(2)新規指定数 5 1 5 2 0

(3)取消数 8 4 3 4 1

(4)指定内容の

変更承認数 

79 30 30 34 4

(5)指定内容の

変更届出数  

20 13 23 49 117

(6)指導調査実

施数 

7 3 12 5 2

 

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 3 4 3 3 3

(2)新規指定数 1 0 0 0 0

(3)取消数 0 1 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

7 3 9 7 0



(5)指定内容の

変更届出数  

1 0 0 6 11

(6)指導調査実

施数 

1 0 1 1 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 24 24 23 25 23

(2)新規指定数 2 1 2 1 0

(3)取消数 2 2 0 3 1

(4)指定内容の

変更承認数 

23 3 4 11 0

(5)指定内容の

変更届出数  

5 5 6 4 46

(6)指導調査実

施数 

3 2 1 0 1

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 9 7 7 6 6

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 2 0 1 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

19 5 8 7 0

(5)指定内容の

変更届出数  

8 1 0 6 2

(6)指導調査実

施数 

2 1 2 0 0

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 11 10 10 11 11

(2)新規指定数 0 0 1 0 0

(3)取消数 1 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

15 8 3 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

2 3 10 13 17

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 1

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 8 6 5 5 5

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 2 1 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 4 3 3 3

(5)指定内容の

変更届出数  

0 2 1 6 4

(6)指導調査実

施数 

0 0 3 0 0

 （四国厚生支局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 2 2 2 4 4

(2)新規指定数 0 0 2 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の 2 3 2 5 0



変更承認数 

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 4 16

(6)指導調査実

施数 

1 0 0 4 0

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 11 12 12 10 10

(2)新規指定数 2 0 0 1 0

(3)取消数 1 0 2 1 0

(4)指定内容の

変更承認数 

13 4 1 1 1

(5)指定内容の

変更届出数  

4 2 6 10 21

(6)指導調査実

施数 

0 0 5 0 0

 

11. 児童福祉司養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 3 3 3 3 3

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数 

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 3 3 3 3 3

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0



(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

 （四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（九州厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

 

12. 児童福祉施設職員養成施設 

（全国） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 4 4 4 4 4

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 1 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0



（北海道局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数 

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（東北厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（関東信越厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 4 4 4 4 4

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 1 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 1 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（東海北陸厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（近畿厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実

施数 

0 0 0 0 0

（中国四国厚生局） 

業務指標 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

(1)課程数 0 0 0 0 0

(2)新規指定数 0 0 0 0 0

(3)取消数 0 0 0 0 0

(4)指定内容の

変更承認数 

0 0 0 0 0

(5)指定内容の

変更届出数  

0 0 0 0 0

(6)指導調査実 0 0 0 0 0




